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令和５年（2023年）６月市議会定例会の開会にあたりまして、所信並びに市政運営方針を申し上げます。

令和の幕開けとともに始まった１期目の４年間は、新型コロナウイルス感染症や物価高騰への対応として延
べ270件を超える緊急対策事業など「市民のいのちと暮らしを守る」取り組みを最優先に実施してまいりました。
さらには、「すべての市民に光があたり、選ばれるまち、住み続けたいまち八尾」の実現のために、身を切る
改革をはじめとした多くのマニフェストを実現したほか、様々な市民サービスを拡充するなど、「市民のため
の政治」へと大きく舵を切ることができました。

現在アフターコロナに移行する中ではありますが、感染症や物価高騰が収束したわけではなく、依然として、
日常生活への不安感が残っております。
２期目の市政運営にあたりましては、市民の不安を払拭できるような取り組みを着実に進めながら、「改革

と成長の好循環」を止めることなく、一段と充実・発展させ、新たな市民サービス拡充をめざして公約として
掲げた事業をはじめ、市政全般にわたる重点事業を着実に推し進めてまいります。

はじめに
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令和５年度（2023年度）においては、物価高騰への対応に的確に取り組みつつ、「2025年大阪・関西万
博」・「子ども・子育て」・「安全・安心・環境」・「健康・福祉」・「魅力・活力」を市政運営の５つの重
要ポイントとして位置づけ、後に掲載する重点取り組みを中心に、各種の取り組みを展開します。

○物価高騰への対応については、市民の日常生活に大きな影響を及ぼす喫緊の課題であることから、国・大阪
府の動きとも歩調を合わせつつ、市民に最も身近な基礎自治体として、市民や事業者へ適切な支援を行うた
めの市独自の各種施策を積極的に実施します。

○改革により生み出した財源とマンパワーをもとに、多様化する市民サービスへの投資を可能とする「改革と
成長の好循環」の流れを止めることなく、引き続き、公民連携による事業展開や、近隣自治体等との広域連
携、市民の利便性向上につながる行政サービスのデジタル化等、行財政改革にかかる各種取り組みを進め、
さらなる市民サービスの充実をめざします。

○万博の波及効果を活かした施策や、市民サービスの充実を図る施策等を着実に進め、市民や事業者の皆様が
安心して暮らし、将来の夢や希望に向かって歩んでいけるよう、「八尾の成長」のさらなる実現に向けた取
り組みを進めます。

１．令和５年度（2023年度）の市政運営の基本方針
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5２．重点取り組み【物価高騰への対応と５つの重要ポイント】

国際情勢の変化に伴う世界規模の物価高騰が、経済や市民生活など多方面にわたり影響を及ぼしていることから、
引き続き、市民のいのちと暮らしを守る取り組みを最優先に、市独自の各種施策を進めます。

物価高騰への対応

3

○小学校給食費の無償化を１年間延長

○中学校給食費の無償化（２・３学期）を実施

○食料品価格高騰の影響を受ける保育施設等に支援金を給付

○商品開発やデジタル化など新規事業展開に取り組む事業
者に、上限250万円を補助

○省エネ家電への買い替えにかかる費用を支援

○住民税均等割のみの課税世帯等に、１世帯３万円を給付

※上記取り組み以外にも、国の補助事業等の活用により、市民のいのちと暮らしを守る取り組みを積極
的に展開します。



5２．重点取り組み【物価高騰への対応と５つの重要ポイント】

（１）2025年大阪・関西万博

4

○自治体で唯一認定された「大阪ヘルスケアパビリオン」
での展示・出展を契機とした成長への取り組みの推進
「大阪ヘルスケアパビリオン」での展示・出展を機に「ものづくりのまち八尾」を世
界に発信し、八尾のブランドを確立するために、展示・出展企業の選定を行うととも
に、支援者等を含めたプロジェクトチームを結成し、展示出展に向けた具体的な実施
計画を策定します。

（オープンイノベーション推進事業）

○全市的な機運醸成と参画に向けた取り組みの推進
万博において八尾ブランドをＰＲし、万博の波及効果を八尾の成長に活かせるよう、
大阪府・大阪市、博覧会協会等と連携し、開催500日前イベントを実施するなど、市
民・企業等、多様な主体の万博への参加に向けた機運醸成と、８０（やお）アクショ
ン推進による参画に向けた取り組みを進めます。

（やおプロモーション推進事業）



5２．重点取り組み【物価高騰への対応と５つの重要ポイント】

（１）2025年大阪・関西万博

5

○万博を契機とした「空飛ぶクルマ」やデジタル観光コンテ
ンツ開発によるにぎわいの創出
「空港のあるまちやお」におけるにぎわいの創出を図るため、「空飛ぶクルマ」のあ
る未来社会への理解を深める取り組みを行うとともに、実証実験の誘致や実用化への
支援に向けた関係機関との協議を進めます。また、万博開催中の八尾市への誘客強化
を図るため、デジタル技術等により八尾らしさをオンラインで体験できる新たな観光
コンテンツを国内外に発信します。

（観光魅力創造事業）



すべての妊婦・子育て家庭が安心して出産・子育てできるよう、妊娠期から出産・子
育てまで一貫した伴走型相談支援及び経済的支援を一体的に実施するとともに、妊産
婦の移動支援にかかる環境整備を進めるなど、切れ目のない支援体制の充実を図りま
す。

7

（２）子ども・子育て

２．重点取り組み【物価高騰への対応と５つの重要ポイント】

（妊産婦包括支援事業）

○妊婦・子育て家庭への切れ目のない支援体制の充実

○新生児聴覚検査の費用助成及び３歳６か月児健康診査の
視覚検査における屈折検査の導入

6

乳幼児の健やかな成長が図れるよう、新生児聴覚検査にかかる費用を助成するととも
に、３歳６か月児健康診査の視覚検査に、屈折検査を導入します。

（乳幼児健康診査事業）



表面化しにくいヤングケアラーへの必要な支援策を検討するため、実態調査による現
状把握を行うとともに、家事・育児等に不安や負担を抱えた子育て家庭への訪問支援
を実施します。また、子どもや子育て家庭に寄り添った支援体制を強化するため、児
童虐待など支援ニーズの高い子どもに、食事の提供や学習支援等を通じた見守りを実
施します。

7

（２）子ども・子育て

２．重点取り組み【物価高騰への対応と５つの重要ポイント】

（こども総合支援センター事業、児童虐待対策事業）

○ヤングケアラーや児童虐待など、困難な状況にある
子どもや子育て家庭への支援の強化

○認定こども園等の整備及び医療的ケア児の受入れ充実

7

多様な保育ニーズへの対応充実を図るため、引き続き公立園跡地活用等による保育施
設等の整備を進めるとともに、医療的ケア児の保育を民間園へと拡大します。

（認定こども園等整備計画推進事業、障がい児保育支援事業（私立認定こども園等））
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（２）子ども・子育て

２．重点取り組み【物価高騰への対応と５つの重要ポイント】

（公立認定こども園運営事業、私立認定こども園等運営費補助事業）

○認定こども園等における使用済みおむつの処分を推進

8

いじめ防止対策の充実を図るため、全国で４市のみが採択された、国の「地域におけ
るいじめ防止対策の体制構築の推進」事業の実証モデル市として、学校外からのアプ
ローチによるいじめ解消の仕組みづくりに向けた手法の開発・実証に取り組みます。

（いじめからこどもを守る八尾づくり推進事業、いじめのない環境づくり推進事業）

○いじめ解消の仕組みづくりに向けた取り組みを推進

保護者や保育士等の負担軽減を図るため、認定こども園等における使用済みおむつの
処分を推進します。
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（２）子ども・子育て

２．重点取り組み【物価高騰への対応と５つの重要ポイント】

桂中学校区及び高安小中学校区において、特色ある教育活動を進めるため、市内全域
から児童生徒が通学可能となる「小規模特認校制度」をスタートし、プロの指導者に
よる部活動指導や放課後のスポーツ教室、英語教育の充実などに取り組みます。

○小規模特認校における特色ある教育の推進

（小規模特認校における特色ある教育推進事業）

（不登校児童生徒支援事業）

新たな不登校児童生徒を生み出さないため、早期発見・早期支援を行うとともに、不
登校が長期化する児童生徒への対応として、ＩＣＴを活用した学習やコミュニケー
ション機会の確保、学校内外の居場所づくりなどの支援策を充実します。

○不登校児童生徒への支援策の充実

9



8

（２）子ども・子育て

２．重点取り組み【物価高騰への対応と５つの重要ポイント】

○小学校給食費の無償化を１年間延長【再掲】
（小学校給食管理運営業務）

10
（放課後児童室事業）

○９月から、全中学校で「全員給食」をスタート

（中学校給食管理運営業務、中学校給食施設整備事業）

令和５年（2023年）９月から全校一斉スタートに向けて、施設整備等を進めます。

○中学校給食費の無償化（２・３学期）を実施【再掲】
（中学校給食管理運営業務）

○放課後児童室における保育時間の延長及び新たな利用区分
の新設
小学生児童の放課後における様々な保育ニーズに対応するため、保育時間を19時ま
で延長するとともに、新たに週４日の利用区分を新設します。



12

（３）安全・安心・環境

２．重点取り組み【物価高騰への対応と５つの重要ポイント】

（防犯計画推進事業）

○犯罪被害者等支援条例の制定に向けた取り組みの推進
犯罪被害者等に寄り添い、迅速な支援につなげることができるよう、条例制定に向け
た取り組みを進めます。

11

地域コミュニティでの相互の助け合いにより安全に避難できるよう、引き続き、各地
域の特性や想定される災害に応じた地区防災計画の策定を支援するとともに、災害時
要配慮者への支援などの取り組みを進めます。

○地域における防災力の強化

（地区防災推進事業、災害時要配慮者支援事業）
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（３）安全・安心・環境

２．重点取り組み【物価高騰への対応と５つの重要ポイント】

12

（消防庁舎機能更新事業）

○消防本部庁舎の移転建替えや消防署所の新設等に向けた
取り組み
消防本部庁舎の機能更新と市域全域を網羅するバランスの取れた消防署所の配置によ
る消防体制の充実を図るため、消防本部庁舎の移転建替えを民間活力の活用によるＰ
ＦＩ手法により進めるとともに、市域南西部、南東部における消防署所の新設に向け
た取り組みを進めます。

○脱炭素型まちづくり（ゼロカーボンシティやお）の推進

（ゼロカーボンシティやお推進事業）

脱炭素社会の実現に向けて、脱炭素に資する助成制度の創設や市内事業者との連携に
よる相談体制の構築等に取り組みます。

○省エネ家電への買い替えにかかる費用を支援【再掲】
（ゼロカーボンシティやお推進事業）
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（４）健康・福祉

２．重点取り組み【物価高騰への対応と５つの重要ポイント】

健康寿命の延伸に向けて、大学等との連携による医療・介護等のデータ分析に基づき、
糖尿病をはじめとする生活習慣病やフレイルなどの健康課題の解決に向けた取り組み
を進めます。また、高齢者の保健事業と介護予防の連携を強化した一体的な取り組み
を進めます。

○「健康まちづくり科学センター」を中心とした健康寿命の
延伸に向けたまちづくりの推進

（健康づくり推進事業）

13

○骨髄等ドナー支援制度の創設
骨髄等の提供者の経済的な負担軽減を図る支援制度を創設します。

（地域保健対策推進事業）
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（４）健康・福祉

２．重点取り組み【物価高騰への対応と５つの重要ポイント】

14

○誰一人取り残さない八尾市版重層的支援体制の整備
重層的支援体制整備事業を本格的にスタートし、介護や貧困、ひきこもりなどの複合
化した課題や制度の狭間にある課題などを抱えた方々への支援が包括的に提供される
よう、相談支援体制のさらなる強化と地域づくりを一体的に進めます。
（重層的支援体制整備事業）

○意思疎通が困難な障がい者及び障がい児の入院時における
コミュニケーションを支援
医療従事者との意思疎通の円滑化を図り、安心して医療を受けられるよう、入院時の
コミュニケーションを支援します。

（コミュニケーション支援事業）



11

（４）健康・福祉

２．重点取り組み【物価高騰への対応と５つの重要ポイント】

15

○「想いをつなぐノート」を活用した「親なきあと」の支援
障がいのある方が「親なきあと」も自分らしく生きていくことができるよう、保護者
等を対象とする「想いをつなぐノート」を活用したセミナー等を実施するとともに、
安心して地域で生活ができるよう、地域生活支援拠点等の支援体制の充実を図ります。
（地域生活支援体制推進事業）



14

（５）魅力・活力

２．重点取り組み【物価高騰への対応と５つの重要ポイント】

○コミュニティ通貨「まちのコイン」の本格実施
関係人口や市民・事業者等がデジタルツールを通じてつながり、地域の活性化を図る
ため、令和４年度（2022年度）から実証実験を開始したコミュニケーションツールで
ある「まちのコイン」を本格実施します。
（オープンイノベーション推進事業）

16

○観光創造アンバサダーの創設
八尾の魅力を若者目線で再発見し、若者世代を中心に広く国内外に発信することによ
り、八尾に関心を抱く人々を増やしていくため、観光創造アンバサダーを創設します。

（観光魅力創造事業）



14

（５）魅力・活力

２．重点取り組み【物価高騰への対応と５つの重要ポイント】

17

○八尾市男女共同参画センター「すみれ」で女性の活躍を
支援
女性が起業や就労、市民活動など社会で自分らしく活躍できるよう、参加者同士がつ
ながる講座等の開催や、いつでも気軽に立ち寄り、悩みや不安を話せる居場所づくり
を進め、女性に寄り添った支援を行います。
（男女共同参画推進事業）

○福万寺町市民運動広場の多目的利用に向けた整備
市民が多目的に利用し楽しめる環境づくりに向けて、福万寺町市民運動広場南面にス
ケートボード場やドッグランの整備を進めます。

（体育施設整備事業）



14

（５）魅力・活力

２．重点取り組み【物価高騰への対応と５つの重要ポイント】

18

交通不便地の解消に向けて、「八尾市乗合タクシー」を本格運行している竹渕地域、
実証運行を開始した大正・志紀・曙川・高安・南高安地域に続き、西郡地域における
制度設計を進めます。

○交通不便地の解消に向けた取り組みの推進

（交通政策推進事業）

駅周辺の安全性・利便性の向上及びにぎわい空間の創出に向けて、河内山本駅踏切か
ら五月橋交差点までの区間について、道路整備を行います。

○近鉄河内山本駅周辺の整備

（近鉄河内山本駅周辺整備事業）

国有地の早期有効活用を図るため、国、大阪府、大阪市などの関係機関との協議を進
め、にぎわいや地域の活力と元気を引き出す「複合機能都市拠点」の形成に向けた都
市計画手続き（地区計画等）を進めます。

○八尾空港西側跡地の有効活用に向けた取り組みの推進

（国有地等有効活用検討事業）



17３．市政運営を支える着実な行財政改革の推進

さらなる改革と成長の好循環

19

新やお改革プランの理念を継承した新たな行財政改革計画として「新やお改革プラン
2.0」を策定します。また、実行計画に計上する新たな改革の取り組みについて検討を
進め、「改革と成長の好循環」をさらに加速することで、やおのまちが「選ばれるま
ち」、「住み続けたいまち」として輝き、成長し続けることができるよう、積極的に
取り組みを進めます。

○さらなる行財政改革の推進

○行政ＤＸの推進
市民生活の質の向上や行政活動の生産性向上をめざし、自治体情報システムの標準化
や行政手続きのオンライン化など、積極的なデジタル化やＩＣＴの活用を全庁的に進
めるため、組織体制の強化を図り、安全・安心で信頼できる行政ＤＸの取り組みを進
めます。



17３．市政運営を支える着実な行財政改革の推進

20

○自治体との広域連携や民間企業等との公民連携による
行政運営
行政資源が限られる中、大阪府・大阪市をはじめとする他の自治体等との連携や民間
企業等との公民連携の取り組みをさらに推進し、それぞれが持つ強みの相乗効果を生
み出すことで、より発展的な行政運営の実現を図ります。

○トップランナー方式対象業務等の見直しの具体化
新やお改革プランにおいて見直しの検討を進めたトップランナー方式対象業務等につ
いて、令和６年度（2024年度）からの可燃ごみ等収集運搬業務の民間委託化や、し尿
収集体制の効率化など、見直しの具体化を進めます。



（１）一般会計当初予算の概要

【一般会計】

歳入歳出予算の総額

４．令和５年度（2023年度）予算概要

当初予算額 １，１６９億 ５，７５４万 ７千円

対前年度比 １８億 ４，５０５万 １千円増（１.６％増）

21



（２）特別会計及び企業会計の当初予算の概要

４．令和５年度（2023年度）予算概要

22



（３）一般会計6月補正後予算の概要

４．令和５年度（2023年度）予算概要

【一般会計】

歳入歳出予算の総額
・物価高騰に対する生活者支援・事業者支援に必要な予算

・５つの重要ポイントを意識した、持続可能な八尾の成長に向けた予算

23

補正予算額 ３８億 ３，０７７万 １千円（１～４号補正）

２２億 ３，９６７万 ２千円（５号補正）

６月補正後予算額 １，２３０億 ２，７９９万円

対前年度比 ７９億 １，５４９万 ４千円増（６.９％増）



令和５年度（2023年度）の主な取り組みについて申し述べさせていただきました。これらのことを着実に実
行することで市民の皆様には「動き出した八尾」をさらに実感していただけるものと確信しております。

この選挙戦を通じて多くの市民の皆様からご期待の声も頂いております。この声に応えるべく、厳しい財政状
況ではありますが、私のリーダーシップのもと、次世代に負担を先送りすることなく、八尾の成長のために、
「改革と成長の好循環」をさらに力強く推し進めてまいります。
「市民のための当たり前の政治」が一段と進むよう、市民の皆様、議員各位のご理解、ご協力を賜りますよう

お願い申し上げまして、令和５年度（2023年度）の市政運営方針といたします。

むすびに

24



令和５年度（2023年度）の主な取り組み

＜参考資料＞令和５年度（2023年度）の主な取り組み

25



■令和５年度（2023年度）の主な取り組み一覧

26

事業概要

◇2025年大阪・関西万博

やおプロモーション推進事業
○2025年大阪・関西万博において八尾ブランドをＰＲし、万博の波及効果を八尾の成長に活かせるよう、大阪府・大阪市、博覧会協会等と連携し、８０（やお）アクション
推進による参画の検討や市全体の機運醸成の取り組みを進めます。

オープンイノベーション推進事業
○中小企業の未来のビジネススタイル創出や、新たな価値創造に向けた、アドバイス支援等を行うとともに、2025年大阪・関西万博の「大阪ヘルスケアパビリオン」展
示出展に向けた実施体制の構築と展示・出展企業の選定を行います。選定企業には、全体を取りまとめをしながら本番当日及びその後の事業への波及が可能となる
よう、ハンズオン支援するとともに、支援者等を含めたプロジェクトチームを結成し、その一員として活躍していただきます。

観光魅力創造事業
○2025年大阪・関西万博に向けた誘客を図るため、デジタル技術等により八尾らしさをオンラインで体験できる新たな観光コンテンツと現地でリアルに体験できる観光
コンテンツを整備します。また、「空港のあるまちやお」におけるにぎわいの創出を図るため、「空飛ぶクルマ」のある未来社会の理解を深める取り組みを行うとともに、
実証実験の誘致や実用化への支援に向けた関係機関との協議を進めます。

市民活動支援事業
○市民活動団体が行う社会貢献活動に対する助成金に、ＳＤＧｓの推進に貢献する若者の活動を支援する助成コースを新設し、2025年大阪・関西万博の機運醸成の
一つとして取り組みます。

◇子ども・子育て

妊産婦包括支援事業
○妊娠・出産・子育ての切れ目のない支援を図るため、妊娠から出産後において、保健師・助産師等による面談を通じた「伴走型相談支援」と「経済的支援」を一体的
に実施します。また妊産婦の移動支援について、タクシー事業者との調整を図る等、環境整備を進めます。

乳幼児健康診査事業
〇先天性聴覚障害、弱視を早期に発見し、適切な医療・療育につなげられるよう、新生児聴覚検査にかかる費用を助成するとともに、３歳６か月児健康診査の視覚検
査に、屈折検査を導入し、乳幼児健康診査のさらなる充実を図ります。

こども総合支援センター事業
○表面化しにくいヤングケアラーへの必要な支援策を検討するため、実態調査による現状把握を行うとともに、家事・育児等に不安や負担を抱えた子育て家庭への訪
問支援を実施します。

児童虐待対策事業 ○子どもや子育て家庭に寄り添った支援体制を強化するため、児童虐待など支援ニーズの高い子どもに、食事の提供や学習支援等を通じた見守りを実施します。

事務事業名



■令和５年度（2023年度）の主な取り組み一覧
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事業概要

◇子ども・子育て

認定こども園等整備計画推進事業
○公立幼稚園跡地における民間による施設整備を実施するなど、引き続き、子ども・子育て支援事業計画に沿って保育枠を確保するため、公民連携により保育施設
整備を進めます。

障がい児保育支援事業（私立認定こども園等）
○「就学前施設教育・保育における医療的ケアに関するガイドライン」に基づき、安全かつ円滑な制度の構築を図るとともに、新たに民間園における先行実施モデル
園で医療的ケア児の受入れをスタートしていきます。

公立認定こども園運営事業 ○公立認定こども園において、保護者が送迎しやすく、また保育現場での負担軽減にもつながるよう、使用済みおむつの処分を推進します。

私立認定こども園等運営費補助事業
○私立認定こども園等運営費補助金の補助メニューの一つとして、使用済みおむつの処分に係る費用補助を創設し、私立認定こども園等における使用済みおむつの
処分を推進します。

いじめからこどもを守る八尾づくり推進事業
○すべての子どもをいじめから守るために、専門職を配置し相談対応等を行うとともに、教育委員会等の関係機関と連携体制を構築しつつ課題解決に取り組みます。
また、いじめ防止対策の充実を図るため、国の「地域におけるいじめ防止対策の体制構築の推進」事業の実証モデル市として、学校外からのアプローチによるいじめ
解消の仕組みづくりに向けた手法の開発・実証に取り組みます。

いじめのない環境づくり推進事業
○八尾市いじめ防止基本方針に基づき、いじめ防止等に向けた啓発を実施します。また、啓発物を作成し児童生徒への配布や、市内各公共施設等に配架し、児童生
徒以外の市民への啓発を行います。

不登校児童生徒支援事業
○新たな不登校児童生徒を生み出さないため初期対応として学校を中心に支援を充実します。また、ＩＣＴを活用した学習やコミュニケーション等の活動、学校内外の
居場所づくりを行います。

小規模特認校における特色ある教育推進事業
○桂中学校、桂小学校、北山本小学校、高安小中学校における小規模校に対する方策の一つとして、令和５年度（2023年度）より、各校を小規模特認校に指定し、プ
ロの指導者による部活動、放課後のスポーツ教室や外国語教室、英語教育の充実など特色ある教育活動を展開します。

事務事業名



■令和５年度（2023年度）の主な取り組み一覧

28

事業概要

◇子ども・子育て

中学校給食管理運営業務
○中学校給食費の無償化（２・３学期）を実施します。また、中学校給食の制度変更に向けたシステム構築や運用体制等を中学校と連携しながら進め、令和５年
（2023年）９月から全員給食を開始します。

中学校給食施設整備事業 ○令和５年（2023年）９月開始の中学校全員給食に向けて、再加熱室・配膳室の改修及び各種備品等の整備を進めます。

小学校給食管理運営業務
○小学校給食費の無償化を１年間延長して実施します。また、調理委託事業者選定に係る入札や委託事業の入札・契約事業を実施するとともに調理設備等の更新
を進めます。

放課後児童室事業
○放課後児童室へ入室を希望するすべての児童を受け入れるため、児童室の確保及び指導員の配置を行い、待機児童ゼロを継続します。また保育時間を19時まで
延長する等保育サービスの拡充を図るとともに、引き続き、児童の安全で安心な放課後の居場所を提供します。

◇安全・安心・環境

地区防災推進事業
○各地域の特性や想定される災害に応じた地区防災計画の策定支援を行います。また、計画に沿った訓練の実施や計画の見直しの支援を行い、より実効性のある
地域防災活動をめざします。

災害時要配慮者支援事業
○災害特性に応じた災害時要配慮者の避難につながるよう、同意者リストや個別避難計画を活用し、災害発生時に備えた地域全体での見守り活動や災害時の安否
確認など地域特性に応じた支援を行います。

防犯計画推進事業
○市民が安全で安心して生活することができる地域社会の実現に向け、市民、事業者、警察等の関係機関と連携を図りながら取り組みを進める中で、万一、犯罪被
害が発生した場合には市民に寄り添いながら迅速な支援につなげられるよう、八尾市犯罪被害者等支援条例の制定に向けた取り組みを行います。

消防庁舎機能更新事業
○「八尾市消防本部庁舎建設基本計画」等に基づき、消防本部庁舎等の移転建替えをPFI手法により進めるとともに、「八尾市消防庁舎建設基本構想」に基づき、市
域南西部、南東部における消防署所の新設や建替えに向け、測量を実施するなど取り組みを進めます。

事務事業名
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事業概要

◇安全・安心・環境

ゼロカーボンシティやお推進事業 ○脱炭素に資する助成制度の創設、ゼロカーボンシティやお推進協議会との連携による相談体制の構築及び啓発活動等に取り組みます。

救急高度化事業
○デイタイム救急隊を継続運用し救急体制の強化を図るとともに、感染防止対策及び資機材の更なる整備・強化に努めます。また、救急出場件数が年々増加傾向に
あることから、引き続き救急車の適正利用に関する啓発活動を推進します。

感染症対策事業 ○新型コロナウイルス感染症を含む様々な感染症に対して、国・府の方針や発生動向等にも留意しつつ、感染の発生予防及びまん延防止に引き続き取り組みます。

政策医療の充実
○市唯一の公立病院として、救急医療、小児・周産期医療、災害医療等の政策医療の充実に努めつつ、新型コロナウイルス感染症について、５類移行後において
も、引き続き対応していきます。

◇健康・福祉

健康づくり推進事業
○健康寿命の延伸に向け、大学等との連携による医療・介護等のデータ分析に基づき、糖尿病をはじめとする生活習慣病やフレイルなどの健康課題の解決に向けた
取り組みを進めます。また、高齢者の保健事業と介護予防の連携を強化した一体的な取り組みを進めます。

地域保健対策推進事業
○地域の職域、関係機関、医療機関等との連携により情報の共有化を図るとともに、それぞれが有する保健医療資源の相互活用や体制整備を行うことで、健康づくり
事業の共同実施を行います。また、骨髄等の提供者に支援金を給付することにより、骨髄等の移植の推進を図ります。

重層的支援体制整備事業
○重層的支援体制整備事業を実施し、相談支援体制のさらなる強化に向けたマネジメント機能のあり方の協議を進めるとともに、課題を抱えた方が、地域での生活が
継続できるよう、支援機関と地域関係機関・団体や民間企業等が連携し、地域社会に参加する機会を確保するとともに、地域生活課題の発生の防止または地域住民
相互の交流を行う拠点の開発等地域づくりを進めます。

コミュニケーション支援事業
○意思疎通が困難な障がい者（児）の入院時のコミュニケーション支援をはじめ、障がい者等がその特性に応じた意思疎通の手段が確保できるよう取り組みを進めま
す。

地域生活支援体制推進事業
○グループホームへの看護師の訪問による医療的な相談支援体制の構築について全市展開するとともに、すでに開始している緊急時の受け入れについての検証を
行う等、障がいのある方が安心して地域で生活できるよう、地域生活支援拠点等の支援体制の充実を図ります。また、障がいのある方が「親なきあと」も自分らしく生
きていくことができるよう、保護者等を対象としたセミナー等を実施するとともに、具体的な支援の手段について関係者と協議を進めます。

事務事業名
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事業概要

◇魅力・活力

オープンイノベーション推進事業
○関係人口や市民・事業者等がデジタルツールを通じてつながり、地域活性化を図るため、令和４年度（2022年度）から実証実験を開始したコミュニケーションツール
である「まちのコイン」を本格実施します。

観光魅力創造事業
○八尾の魅力を若者目線で再発見し、若者世代を中心に広く国内外に発信することにより、八尾に関心を抱く人々を増やしていくため、観光創造アンバサダーを創設
します。

「映画のまち・やお」推進事業
○八尾市フィルムコミッションの活動幅を広げるためジャパンフィルムコミッションへ参画します。また、多様な映像媒体を活用して、魅力ある地域資源を全国に発信し
ます。

男女共同参画推進事業
○女性が起業や就労、市民活動など社会で自分らしく活躍するためのスキルを学び、参加者同士がつながる講座等を開催するとともに、いつでも気軽に立ち寄り、悩
みや不安を話せる居場所づくりを進めるなど、女性に寄り添った支援を行うことで、女性が職場や家庭、様々な場面で活き活きと暮らすことのできる社会を実現します。

体育施設整備事業
○屋内プールなどの老朽化が進んだ社会体育施設について計画的に改修等を進めるとともに、市民が多目的に利用し楽しめる環境づくりに向けて、福万寺市民運動
広場南面にスケートボード場やドッグランなどの整備を行います。

交通政策推進事業
○「八尾市乗合タクシー」の実証運行を開始した大正・志紀・曙川・高安・南高安地域については、ワークショップやアンケート等を通じ本格運行への移行に取り組むと
ともに、西郡地域については、交通不便地の解消に向け、地域とともに制度設計を進めます。

近鉄河内山本駅周辺整備事業
○河内山本駅踏切から五月橋交差点までの区間において、大阪府と連携し安全性・利便性の向上及びにぎわい空間の創出を図るため、玉串川の上部を活用した道
路整備に着手します。

国有地等有効活用検討事業 ○国有地である八尾空港西側跡地の早期有効活用を図るため、大阪府・大阪市と連携して国等の関係機関との協議を行い、都市計画手続きを進めます。

地域まちづくり推進事業
○令和４年度（2022年度）に実施された「八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例評価委員会」からの提言等を踏まえ、対話に基づく持続的な地域のまちづくりが
各地域で進められるよう校区まちづくり交付金制度の検討を行います。また、第３期わがまち推進計画に基づくまちづくりがより主体的かつ効果的に進むよう支援して
いきます。

ICT利活用・システム基盤整備運営事業
○国による自治体業務の標準化における、各種システムのガバメントクラウドへの移行を令和７年度（2025年度）までに円滑に実施するため、各課における移行への
取り組みの支援などを実施します。また、各課の業務効率化を図るため、日々進歩する各種ICT技術をどのように活用できるか検証を行います。

事務事業名
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